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イ　支援業務の概要に関する事項
	支援業務を
行う区域
	□ 県全域
□ 一部の市町村（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

	住宅確保要配慮者の範囲
	□ すべての住宅確保要配慮者

	
	法及び省令で定める者
	茨城県住宅確保要配慮者賃貸住宅
供給促進計画で定める者

	
	□ 低額所得者
□ 被災者（発災後３年以内）
□ 高齢者
□ 障害者
□ 身体障害者
□ 知的障害者
□ 精神障害者
□ その他の障害者
□ 子どもを養育している者
□ 外国人
□ 中国残留邦人
□ 児童虐待を受けた者
□ ハンセン病療養所入所者
□ ＤＶ被害者
□ 北朝鮮拉致被害者
□ 犯罪被害者
□ 保護観察対象者
□ 刑の執行等のため矯正施設に
収容されていた者
□ 困難な問題を抱える女性
□ 生活困窮者
□ 東日本大震災等の大規模災害の被災者
	□ 海外からの引揚者
□ 新婚世帯
□ 原子爆弾被爆者
□ 戦傷病者
□ 児童養護施設退所者
□ ＬＧＢＴをはじめとする
性的マイノリティ
□ ＵＩＪターンによる転入者
□ 住宅確保要配慮者に対して必要な
生活支援等を行う者
□ 妊婦のいる世帯

	実施する支援業務
	[bookmark: _Hlk207264141]□ 法第62条第１号に掲げる業務（登録住宅の入居者への家賃債務保証）
□ 法第62条第２号に掲げる業務（賃貸住宅への円滑な入居に係る情報提供・相談）
□ 法第62条第３号に掲げる業務（見守りなど要配慮者への生活支援）
□ 法第62条第４号に掲げる業務（賃貸人への賃貸住宅の供給の促進に関する情報提供）
□ 法第62条第５号に掲げる業務（残置物処理等）
□ 法第62条第６号に掲げる業務（上記に掲げる各業務に附帯する業務）





法第62条第１号に掲げる業務（登録住宅の入居への家賃債務保証）
	実施方法
	□ 自ら実施
□ 全てを委託
□ 一部を委託（委託する業務　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

	支援業務の内容
	

	知識及び能力
	□ 法第62条第２号から第５号までに掲げるいずれかの業務の経験

	
	（業務実績）

	
	□ 登録家賃債務保証業者としての経験

	
	（業務実績）

	
	□ その他住宅確保要配慮者の居住の安定の確保に資する業務の経験

	
	（業務実績）

	委託の場合の相手先
	所在地
	

	
	名称
	

	金融機関又は
登録家賃債務保証業者の免許等
	登録の有無
	□ 有	□ 無

	
	登録番号
	

	支援業務に対する
対価の有無
	□ 有	□ 無



法第62条第２号に掲げる業務（賃貸住宅への円滑な入居に係る情報提供・相談）
	支援業務の内容
	

	支援業務に対する
対価の有無
	□ 有	□ 無



法第62条第３号に掲げる業務（見守りなど要配慮者への生活支援）
	支援業務の内容
	

	支援業務に対する
対価の有無
	□ 有	□ 無




法第62条第４号に掲げる業務（賃貸人への賃貸住宅の供給の促進に関する情報提供）
	支援業務の内容
	

	支援業務に対する
対価の有無
	□ 有	□ 無




法第62条第５号に掲げる業務（残置物処理等）
	支援業務の内容
	

	知識及び能力
	□ 法第62条第１号から第４号までに掲げるいずれかの業務の経験

	
	（業務実績）

	
	□ 法律に関する専門的な知識経験を必要とする業務の経験

	
	（業務実績）

	
	□ その他住宅確保要配慮者の居住の安定の確保に資する業務の経験

	
	（業務実績）

	支援業務に対する
対価の有無
	□ 有	□ 無



法第62条第６号に掲げる業務（上記に掲げる各業務に附帯する業務）
	支援業務の内容
	

	支援業務に対する
対価の有無
	□ 有	□ 無



（注意事項）法第62条各号に掲げる業務において、住宅確保要配慮者から対価を得て支援業務を行う場合は、当該支援業務の内容、対価及び提供の条件に関する事項について記載すること。

